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セキュリティ対策室の設置について 

 

 
 

 株式会社みずほ銀行（頭取：杉山清次）は、昨今の偽造・盗難カード犯罪、インターネッ

ト不正取引犯罪等の各種外部金融犯罪へのセキュリティ対策を強化し、先進的な対応策を積

極的に導入することを目的として、本日、「セキュリティ対策室」を設置いたしました。 

 

これまでも、偽造・盗難キャッシュカード犯罪、インターネットバンキング不正取引、フ

ィッシング詐欺等の各種外部金融犯罪に対して、専任の担当者を配置し、その対策に当行は

取り組んでまいりました。 

 

一方、日々新たな犯罪手口が判明し、金融犯罪に対する社会的な関心が高まる中、預金者

のみなさまに安心して大切な財産をお預けいただけるように、専門組織を設置することによ

り、当行関係セクションを部門横断的に統括し、連携を図ることにより、従来以上にスピー

ディーに各種セキュリティ対策に効果的に取り組んでいくことといたしました。 

 

みずほ銀行は、今後も、預金者のみなさまの大切なご預金を安全にお預かりすべく、一層

のセキュリティ向上と利便性の確保に取り組んでまいります。 
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